
重要事項説明書 

 

１ 事業者 

事 業 者 の 名 称  医療法人平成会 

法 人 所 在 地 愛媛県今治市片山三丁目１番４０号 

法 人 種 別 医療法人 

代 表 者 氏 名 理事長 玉井 京子 

電 話 番 号 ０８９８－３２－３０００ 

 

 

２ ご利用サービス事業 

事業の名称 医療法人平成会山内病院【訪問看護（医療保険）】 

施設の所在地 愛媛県今治市片山三丁目１番４０号 

管理者名 玉井 晋吾 

サービス提供地域 
旧今治市、旧越智郡陸地部（旧玉川町、旧大西町、旧朝倉村、

旧菊間町、旧波方町） 

電話番号 ０８９８－３２－３０００ 

ＦＡＸ番号 ０８９８－３２－７８３６ 

 

 

３ ご利用施設であわせて実施する事業 

事 業 の 種 類 指 定 年 月 日 指 定 番 号 利用定員 

     

 

 

居 宅 

通所リハビリテーション 平成 12年 3月 17日 3810228332 ２５名 

    

介護予防通所リハビリテー

ション 

平成 19年 4月 1日 3810228332 ２５名 

訪問看護（介護保険） 平成 12年 4月 1日 3810228332  

介護予防訪問看護 平成 18年 4月 1日 3810228332  

 

 

４ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 事業者は、利用者に対し、健康保険法令の趣旨に従って、要介護状態

又は要支援状態等にあり、かかりつけ医師が訪問看護の必要性をみと

めた高齢者等に対して、適切な訪問看護を提供することを目的とす

る。 

施設運営の方針 病院の看護師等は、要介護者等の心身の特性をふまえて、全体的な日

常生活動作の維持、回復を図ると共に、生活の質の確保を重視した在

宅医療が継続できる様に支援する。 

・地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護

支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保健施設その他の保健医

療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

る。 

 

 

 

 

 



5 職員体制（主たる職員） 

 

職   種 常 勤 非常勤 合 計 職 務 の 内 容 

管理者（医師） 1名 名 1名 病院の従業者の管理及び指定訪問看護

の利用に係る調整、業務の実施状況の

把握、その他の管理を 1元的に行う。 

看護師 1名 1名 2名 訪問看護計画書及び報告書を作成、指

定訪問看護の提供にあたる。 

准看護師 名 名 名 訪問看護計画書及び報告書を作成、指

定訪問看護の提供にあたる。 

その他 

（病院と兼務） 

1名 名 1名 事務等の必要な業務を行う 

 

 

職員の勤務体制 

従業者の職種 勤 務 体 制 備  考 

医 師  8：30～17：30（日祝祭日を除く）  

看護職員 8：30～16：30（日祝祭日を除く） 

 9：00～16：00（日祝祭日を除く） 

 

その他（事務職員） 8：30～17：30（日祝祭日を除く） 兼務 

 

6 サービスの内容 

（１） 法定給付サービス 

① 病状・障害の観察 

② 清拭・洗髪等による清潔の保持 

③ 食事及び排泄等日常生活の世話 

④ 褥瘡の予防・処置 

⑤ リハビリテーション 

⑥ ターミナルケア 

⑦ 認知症患者の看護 

⑧ 療養生活や介護方法の指導 

⑨ カテーテル等の管理 

⑩ その他、医師の指示による医療処置 

 

7 利用者負担 

（１） 利用料 

＊利用料は診療報酬告示上の額とし、その利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとす

る。 

（原則として下記の利用料金の１割か２割か３割の額になります。） 

                              准看護師    看護師 

訪問看護費・・・ 週 3日目まで               ５３００円   ５８００円 

週 4日目以降               ６３００円   ６８００円 

 

＊薬剤、処置薬を使用した場合は、診療報酬の自己負担分を徴収します。 

＊衛生材料等（医療保険外）を使用した場合は、実費をいただきます。 

＊交通費は原則徴収しない。 

＊日常生活上必要な物品は実費をいただきます。 

＊死後の処置料は 10000円いただきます。 

 



（２）利用者負担金のお支払方法 

＊毎月の月初めに、前月分の請求書を発行しますので、請求書が到着いたしましたら早急にお支

払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

＊お支払方法は、原則として口座振替または病院窓口への現金による支払いとなります。 

 

 

8 営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から土曜日 

ただし、国民の祝日、８月１５日、8月 16日、12月 29日から 

1月 3日までは除く。 

営業時間 月～金曜日 午前 8時 30分から午後 5時 30分まで 

土曜日   午前 8時 30分から午後 12時 30分 

 

 

 

9 通常の事業実施地域 

   今治市陸地部（旧今治市、旧玉川町、旧大西町、旧朝倉村、旧菊間町、旧波方町） 

 

 

10 緊急時のおける対応方法 

（１）看護師等は、訪問看護を実施中に利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じたときは、

速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。主治医に連絡困難な場合は、緊急搬送

等の処置を講じます。 

（２）看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に

報告します。 

    

＜緊急時連絡先＞ 

    医療法人 平成会 山内病院 

     電話 0898-32-3000 

 

11 事故発生時の対応及び賠償責任 

  （１）当事業所は、サービス提供により事故が発生した場合には、速やかに今治市及び関係

各機関並びに利用者の家族に連絡をとるとともに、必要な処置を講じます。 

  （２）当事業所は、サービス提供により利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、天災

地異等不可抗力による場合を除き、速やかに誠意をもって損害賠償を行います。ただ

し、当該事故発生につき、利用者の側に重大な過失がある場合は、損害賠償の額を減

じることができます。 

  （３）事故発生時の対応体制等については、別途定める「緊急時の体制」に記載。 



12 相談窓口・苦情対応 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。また苦情処理体制につい

ては、院内に掲示してあります。 

 

当施設ご利用相談室 窓口担当者  森奈緒子 河上清二 

ご利用時間  月～金曜 ８：３０～１８：００ 

       土曜   ８：３０～１２：３０ 

電 話    ０８９８－３２－３０００ 

ＦＡＸ    ０８９８－３２－７８３６ 

今治市 高齢介護課 〒794-8511 今治市別宮町１丁目４番地１ 

 

電 話    ０８９８－３６－１５２６ 

ＦＡＸ    ０８９８－３４－５０７７ 

愛媛県国民健康保険団体連合会 〒791-8550 松山市高岡町１０１－１ 

 

電 話    ０８９－９６８－８７００ 

ＦＡＸ    ０８９－９６８－８７１７ 

 

 



 

 

同  意  書 

 

私は、医療法人平成会山内病院の「指定訪問看護」を利用するにあたり、確かに説明

を受けましたので、同利用に同意いたします。 

 

また、医療法人平成会山内病院がサービス担当者会議等において、私や私の家族の個

人情報を用いることを同意いたします。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

利用者        住  所                   

 

氏  名                  印 

 

 

身元引受人      住  所                    

 

氏  名                  印 

続 柄        

 

 

 

事業者         住  所 今治市片山三丁目１番４０号 

            事業所名 医療法人平成会 山内病院 

            理事長  玉井 京子 

 

 

 

 

 

 


